
◎国際受刑者移送法
（平成一四年六月一二日法律第六六号）　　

一、提案理由（平成一四年四月九日・参議院法務委員会）

○国務大臣（森山眞弓君）　国際受刑者移送法案につきまして、その趣旨を御説明いた

します。

　外国人受刑者を処遇する行刑施設におきましては、言語、風俗慣習、宗教、生活様式

の相違に配慮しつつ、その改善更生及び円滑な社会復帰に向けて努力しているところで

ありますが、近時の急速な国際化の進展に伴い、外国人受刑者も急増し、その国籍も多

様化していることから、その改善更生及び円滑な社会復帰を更に促進するため、新たな

施策を実施すべきことが重要な課題となっております。このような改善更生及び円滑な

社会復帰を促進するための新たな施策を実施する必要性は、海外で服役する日本人受刑

者についても同様であると考えられます。

　そこで、この法案は、このような状況を踏まえまして、外国において拘禁刑により服

役している日本国民等及び我が国において懲役又は禁錮の刑により服役している外国人

について、国際的な協力の下に、その本国において刑の執行の共助をすることにより、

その改善更生及び円滑な社会復帰を促進するため、及び欧州評議会の刑を言い渡された

者の移送に関する条約を実施するため、これらの刑の執行の共助等について必要な要件、

手続を定めようとするものであります。

　この法律案の要点を申し上げます。

　第一は、外国において拘禁刑により服役している日本国民等の受刑者を我が国に移送

し、その刑の執行の共助を行うこととする受入移送についてであります。受入移送は、

受刑者が移送に同意していること、受刑者が十四歳以上であること、受刑者の犯罪行為

が我が国でも禁錮以上の刑が定められている罪に当たること、受刑者の犯罪行為に係る

事件が我が国の裁判所に係属していないこと等をその実施要件とし、東京地方裁判所が

これらの要件を満たしていると判断して受入移送をすることができる旨の決定をした場

合において、法務大臣が受刑者の改善更生等の観点から移送を相当と認め、かつ、相手

国との合意に達したときに行うものとしております。我が国に移送した後の受刑者につ

いては、外国で言い渡された刑が懲役に相当するときは懲役に処せられた者とみなし、

禁錮に相当するときは禁錮に処せられた者とみなして、我が国の刑罰執行法令を適用す

ることとしております。

　第二は、我が国において懲役又は禁錮の刑により服役している外国人受刑者をその本

国に移送し、その刑の執行の共助の嘱託を行うこととする送出移送についてであります。

送出移送は、受刑者が移送に同意していること、受刑者の犯罪行為がその本国でも罪に

当たること、我が国の裁判所に再審や別件刑事事件が係属していないこと等をその実施

要件とし、法務大臣が、これらの要件を満たしており、受刑者の改善更生の観点等から

移送を相当と認め、かつ、相手国との合意に達したときに行うものとしております。受



刑者を本国に移送した後の刑の執行の共助は、その国の法令に従って行われ、その国に

おいて刑の執行の共助が終了したときは、我が国の刑の執行も終了することとしており

ます。

　以上がこの法律案の趣旨であります。

　何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。

二、参議院法務委員長報告（平成一四年四月一二日）

○高野博師君　ただいま議題となりました国際受刑者移送法案につきまして、法務委員

会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。

　本法律案は、外国において拘禁刑により服役している日本国民等及び我が国において

懲役又は禁錮の刑により服役している外国人について、国際的な協力の下に、その本国

において刑の執行の共助をすることにより、その者の改善更生及び円滑な社会復帰を促

進するとともに、刑を言い渡された者の移送に関する条約を実施するため、これらの刑

の執行の共助等について必要な事項を定めようとするものであります。

　委員会におきましては、受刑者移送制度導入の経緯、諸外国における刑罰の実情、受

刑者への制度の周知方法、法務大臣の相当性判断の基準、受刑者の移送申出の法的性質

等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。

　質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。

　なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。

　以上、御報告申し上げます。

○附帯決議（平成一四年四月一一日）

　政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一　外国で服役している受刑者のための国際受刑者移送制度が、受刑者の改善更生及び

円滑な社会復帰の促進に資することにかんがみ、アジア諸国等に本制度の導入を働き

掛けるとともに、諸外国の刑事法制の調査、法整備支援の拡充に努めること。

二　本制度の運用に当たっては、受刑者に対し、制度の趣旨、移送後の法的効果等の周

知を図るとともに、移送の際には、受刑者本人の意思を十分確認、尊重すること。

三　外国人受刑者の国籍の多様化に対応し、その処遇に遺憾なきを期するため、必要な

言語の通訳人を確保、養成するための所要の措置を講ずること。

　右決議する。

三、衆議院法務委員長報告（平成一四年六月四日）

○園田博之君　ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の

経過及び結果を御報告申し上げます。

　本案は、刑を言い渡された者の移送に関する条約への加入に伴い、並びに外国におい

て外国刑の裁判の執行として拘禁されている日本国民等及び我が国において懲役または



禁錮の裁判の執行として拘禁されている外国人について、国際的な協力のもとに、その

本国において当該裁判の執行の共助をすることにより、その改善更生及び円滑な社会復

帰を促進するため、我が国が実施する受刑者移送制度として、受入移送及び送出移送に

関する手続等を定めようとするものであります。

　本案は、参議院先議に係るもので、去る五月十六日本委員会に付託され、翌十七日森

山法務大臣から提案理由の説明を聴取し、同月三十一日質疑を行い、これを終局し、採

決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

　以上、御報告申し上げます。


